
１．「取組指針」を適用して策定した計画等について

２　施策評価結果の予算への反映状況

事業名

（所管課(室)）

消費者行政活
性化事業

消費者行政
推進室

再生可能エネル
ギー・水素地域
共生事業

エネルギー対策課

かごしまの“食”
推進事業

農政課かごしまの食
輸出・ブランド戦略室

安心・安全な食
の鹿児島づくり
推進事業

農政課かごしまの食
輸出・ブランド戦略室

④策定・改定の時期 令和８年３月

施策名

施策評価結果の内容 令和７年度当初予算への反映状況

区分
（※）

事業の概要

施策評価結果の令和８年度当初予算への反映状況

①計画等の名称 鹿児島県消費者基本計画

②計画等の所管部署 消費者行政推進室

③策定・改定の別 改定

水素及び再
生可能エネ
ルギーの導
入促進

　再エネの導入には地域との共生
が重要であることから，これまでイ
ベント出展やセミナー等により県民
への普及啓発を行ってきた。今後
は，更なる理解促進のため，再エネ
発電所見学など体験型の取組を進
める必要がある。

見直し

　再エネ・水素の導入について，県
民の理解促進を図るため，普及啓
発活動を実施する。（実施方法を
セミナーから再エネ発電所見学に
変更）

消費者教
育・啓発

   県民意識調査（令和6年度）の結
果によると,1年間に消費者トラブル
を経験した人は20代以上の各年代
で1割を超えており,そのきっかけは,
「インターネット通信販売」が約5割
と最多で20代から60代までの各年
代で同様となっていることから,デジ
タル社会においては,全ての消費者
が消費者トラブルのリスクにさらさ
れていることを念頭に,消費者トラブ
ルの予防・解決を図る必要がある。

見直し

　多様化・複雑化する消費者トラブ
ルに対応するため，市町村への支
援や県民への消費生活に関する
情報提供等を行い，消費生活相談
窓口の機能や消費者教育・啓発の
充実・強化を図る。

食育の推
進，食育・地
産地消の推
進

リスクコミュ
ニケーション
の推進

 　県食の安心・安全推進委員会に
おける地域リスクコミュニケーション
の推進の継続を望む意見を踏まえ
た。

新規

　 県食の安心・安全推進基本計画
に基づき，県民の健康を保護し，
食品等に対する県民の信頼確保
及び安全な食品等の生産及び供
給を図るため，リスクコミュニケー
ションや食の安心・安全を図る人
材の育成，食品の自主回収等の
取組を推進する。

　これまでの活動を評価・分析した
結果，健全な食生活の普及促進，
ライフステージに応じた食育の推
進，県産農林水産物の利活用の促
進などに取り組む必要がある。

新規

　地産地消を基本とした健全な食
生活の実現を図るため，食育を担
う人材の育成や，地産地消への理
解促進の取組を進めるとともに，
市町村等が行う取組を支援する。

これまでの取組内容等の検証結果や，

それらを踏まえた今後の方針，外部



かごしまの農林
水産物認証制
度普及事業

農政課かごしまの食
輸出・ブランド戦略室

飼料安全・品質
確保対策事業

畜産振興課

かごしまの
農林水産物
認証制度の
推進

　かごしまの農林水産物認証制度
の認知度を向上させる必要がある
との意見を踏まえた。

見直し

　新Ｋ－ＧＡＰの認知度向上を図る
ため，Ｋ－ＧＡＰロゴマークを包装
資材に使用した際の版代に要する
経費を支援する。

※「区分」欄の説明
　【新　規】施策評価結果を踏まえ，新たに計上した事業（組替を含む）
　【見直し】施策評価結果を踏まえ，内容を見直した事業（見直しの程度は問わない）

飼料の安全
性確保のた
めの指導

　飼料の製造，販売等は適正に行
われており，今後も飼料の安全性
を確保し，安全な畜産物の生産に
寄与するため，畜産農家，飼料製
造，販売業者等に対する指導，啓
発等を効率的・効果的に推進する。

見直し

　飼料の安全性の確保を図るた
め，畜産農家，飼料製造，販売事
業者等への普及，監視，指導等を
実施する。



１．「取組指針」を適用して策定した計画等について

２　施策評価結果の予算への反映状況

事業名

（所管課(室)）

ワールドマー
ケット戦略的開
拓事業

販路拡大・
輸出促進課

鹿児島県産品
等セールス推進
事業

販路拡大・
輸出促進課

クルーズ船への
県産品供給実
証事業

販路拡大・
輸出促進課

農林水産物
等輸出拡大

　米国への本県農林水産物の輸出
については，これまで西海岸への
輸出が中心であり，米国の南部や
東海岸への販路開拓は十分でない
ことから，南部や東海岸への販路
開拓を図る。

　また，海外市場の不確実性が高
まる状況においては，新たな輸出
先国への販路開拓など輸出先国の
多角化を図ることが重要であること
から，今後，成長が見込まれ，日本
産品の競合が少ないインドや中東
市場での県産品の優位性を確立す
るため，それぞれの市場の特性に
応じた販路開拓を図る。

新規

　県産品の新たな販路開拓先とし
て期待される米国東部・中南部や
インド等において，各国・地域の市
場特性やニーズを踏まえた販路開
拓・拡大を戦略的に推進するた
め，調査会社や輸出商社等と連携
し，現地での新たな商流の開拓や
継続的な輸出に繋がる仕組みづく
りを推進する。

④策定・改定の時期 令和８年３月

施策名

施策評価結果の内容 令和７年度当初予算への反映状況

区分
（※）

事業の概要

①計画等の名称 鹿児島県国際戦略

②計画等の所管部署 総合政策部総合政策課

③策定・改定の別 策定

施策評価結果の令和８年度当初予算への反映状況

農林水産物
等輸出拡大

　県産品の新たな販路開拓を図る
ため，本県への寄港が増加してい
る国際クルーズ船に対して，シップ
チャンドラー（船用品納入業者）と
連携して，品目横断的に県産食材
を供給できる体制の構築を図る。

見直し

　国際クルーズ船への県産品の供
給に向けて，県内事業者等と連携
し，船用品納入事業者等に対して
セールスを行うとともに，供給体制
構築に向けた納品等の実証を実
施する。
（R7事業：クルーズ船水産物等供
給体制構築支援事業）

農林水産物
等輸出拡大

　米国への本県農林水産物の輸出
については，これまで西海岸への
輸出が中心であり，米国の南部や
東海岸への販路開拓は十分でない
ことから，南部や東海岸への販路
開拓を図る。

　また，海外市場の不確実性が高
まる状況においては，新たな輸出
先国への販路開拓など輸出先国の
多角化を図ることが重要であること
から，今後，成長が見込まれ，日本
産品の競合が少ないインドや中東
市場での県産品の優位性を確立す
るため，それぞれの市場の特性に
応じた販路開拓を図る。

見直し

　輸出先・品目の多角化に向け
て，未開拓の国・地域の販路開拓
を図る観点から，県産品の輸出拡
大が期待できる米国東部・中南部
及び，世界最大の人口を有し，今
後，県産品の販路開拓先や本県
への人材送り出し国として有望な
インドにおいて，県産品のＰＲや政
府関係者等との関係構築を図るた
めのトップセールスを実施する。

これまでの取組内容等の検証結果

や，それらを踏まえた今後の方針，



鹿児島空港国
際化促進事業

交通政策課

国際クルーズ船
誘致促進事業

ＰＲ観光課

地域日本語教
育の総合的な
体制づくり事業

くらし共生
協働課

日本語指導充
実促進事業

義務教育課

国際観光促
進

　鹿児島空港の国際化促進に向け
て，航空会社に対する運航支援に
より，鹿児島空港発着の国際定期
路線の拡充及び安定的な運航を図
るとともに，定期便就航に向けた
チャーター便の運航支援など，新た
な路線開設の取組推進を図る。
　また，アウトバウンドの利用拡大
に向けて，航空会社への需要喚起
支援を行うとともに，パスポート取
得や団体利用に対する渡航助成を
実施する。

見直し

　鹿児島空港発着の国際定期路
線の拡充及び安定的な運航を図
り，新規路線開設に向けた取組を
推進するため，航空会社に対する
運航支援等を行うとともに，団体向
け渡航助成の要件緩和やＳＮＳを
活用した周知・広報等を行い，鹿
児島空港のアウトバウンド対策を
強化する。

外国人と日
本人が安心
して暮らせ
る環境づくり

　今後，外国人材の長期就労が増
え，県内で家族を帯同することがで
きる在留資格を有する外国人材の
増加が予想される。
　このため，日本語指導が必要な
児童生徒に対する習熟の程度に応
じた指導など外国人材の家族に対
する日本語学習支援を行う。

新規

　外国人材の帯同家族を含む日本
語指導が必要な児童生徒の転入
があった際，各小中学校が日
本語指導体制を迅速に構築できる
よう，日本語指導支援専門員を配
置し，教員等に対して日本語指導
の手法などの助言等を行う。

外国人と日
本人が安心
して暮らせ
る環境づくり

　今後，外国人材の長期就労が増
え，県内で家族を帯同することがで
きる在留資格を有する外国人材の
増加が予想される。
　このため，市町村や関係団体等と
連携して，地域において日本語教
育に取り組む体制の整備等を図
る。

新規

　外国人が地域において日本語を
学習する機会の創出・拡充を図る
ため，県や市町村，関係団体等が
連携して地域日本語教育に取り組
む体制整備を行い，日本語教育人
材の養成，地域日本語教室の開
設・運営に向けた市町村への伴走
支援などを行う。

国際観光促
進

　国際クルーズ船については，引き
続き，船社等へのセールスや鹿児
島発着クルーズの造成支援など，
更なる誘致に努め，寄港の継続及
び新規の寄港増加を図る。
　また，県内各地の港湾等への寄
港する通船等も利用したラグジュア
リー船の誘致や水上交通や新幹線
等を活用したツアーなど，経済効果
を県内全体に波及させるための取
組を推進する。

見直し

　国際クルーズ船等を誘致すると
ともに，クルーズ船の経済効果を
県内全体へ波及させるため，水
上交通や新幹線等を活用したツ
アーや離島での寄港地ツアーの催
行等に対して支援を行う。
　また，市町村や関係団体等と連
携して受入体制の強化を図る。

※「区分」欄の説明
　【新　規】施策評価結果を踏まえ，新たに計上した事業（組替を含む）
　【見直し】施策評価結果を踏まえ，内容を見直した事業（見直しの程度は問わない）



１．「取組指針」を適用して策定した計画等について

２　施策評価結果の予算への反映状況

事業名

（所管課(室)）

長期ごみ処理
広域化・集約化
計画策定実態
調査

廃棄物・リサイ
クル対策課

※「区分」欄の説明
　【新　規】施策評価結果を踏まえ，新たに計上した事業（組替を含む）
　【見直し】施策評価結果を踏まえ，内容を見直した事業（見直しの程度は問わない）

ごみの広域
処理の促進

　将来にわたって安定的・効率的な
廃棄物処理体制を確保するため，
一般廃棄物の広域的な処理や処
理施設の集約化を促進します。

新規

　将来にわたって長期的，安定的
かつ効率的な廃棄物処理体制を
確保するため，令和９年度に予定
している長期ごみ処理広域化・集
約化計画の策定に向け，広域化・
集約化を踏まえた実態調査を実施
する。

③策定・改定の別 改定

④策定・改定の時期 令和８年３月

施策名

施策評価結果の内容 令和７年度当初予算への反映状況

区分
（※）

事業の概要

施策評価結果の令和８年度当初予算への反映状況

①計画等の名称 鹿児島県廃棄物処理計画

②計画等の所管部署 環境林務部　廃棄物・リサイクル対策課

これまでの取組内容等の検証結果や，

それらを踏まえた今後の方針，外部有



１．「取組指針」を適用して策定した計画等について

２　施策評価結果の予算への反映状況

事業名

（所管課(室)）

ものづくり中核
企業生産革新
支援事業

産業立地課

食品関連製造
業生産工程自
動化・省力化等
支援事業

産業立地課

半導体関連企
業人材確保・取
引拡大等支援
事業

産業立地課

施策評価結果の令和８年度当初予算への反映状況

①計画等の名称 かごしま製造業振興方針

④策定・改定の時期 令和８年３月

施策名

施策評価結果の内容 令和８年度当初予算への反映状況

区分
（※）

事業の概要

②計画等の所管部署 産業立地課

③策定・改定の別 改訂

・成長支援

・基盤強化

・海外市場の動向を分析し，需要が
高い分野を特定した上で，関連す
る製品・技術を現地企業や大手企
業にＰＲする活動等は十分に展開
できていない企業も見られる。

・本県では，全国平均を上回る人口
減少と高齢化が進行しており，次世
代の人材確保が喫緊の課題であ
る。

見直し

　新たな半導体関連企業の立地を
推進するとともに，地場企業等の
成長・発展を支援するため，人材
確保・育成や取引拡大，台湾をは
じめとする海外との産業交流の促
進に取り組む。

・成長支援

・基盤強化

・高付加価値化に向けた技術開発
や経営革新の実効性向上が求めら
れる。

・業務効率化・省人化や競争力強
化につなげるための基盤を整える
ことが重要である。

見直し

　県内食品関連製造業者の生産
性を高め，競争力の強化を図るた
め，生産工程の自動化・省力化等
による生産効率の向上や，新たな
需要獲得に必要な機械装置の導
入等の取組を支援する。

・成長支援

・基盤強化

・高付加価値化に向けた技術開発
や経営革新の実効性向上が求めら
れる。

・業務効率化・省人化や競争力強
化につなげるための基盤を整える
ことが重要である。

見直し

　地域経済を牽引する中核企業の
育成を図るため，県内製造業者が
行うＡＩ・ＩｏＴの導入，ロボット協働等
による生産性向上や，新製品・技
術の開発による付加価値向上等
の取組を支援する。

※「区分」欄の説明
　【新　規】施策評価結果を踏まえ，新たに計上した事業（組替を含む）
　【見直し】施策評価結果を踏まえ，内容を見直した事業（見直しの程度は問わない）

これまでの取組内容等の検証結果や，

それらを踏まえた今後の方針，外部



１．「取組指針」を適用して策定した計画等について

２　施策評価結果の予算への反映状況

事業名

（所管課(室)）

かごんま漁師
育成推進事業

水産振興課

内水面総合漁
業調整対策

水産振興課

高水温に対応し
たブリ人工種苗
中間育成高度
化事業

水産振興課

高水温に対応し
たブリ類養殖技
術開発事業

水産振興課

気候変動・物価
高騰に対応した
水産業定着緊
急支援事業

水産振興課

施策評価結果の令和８年度当初予算への反映状況

①計画等の名称 水産業振興基本計画

②計画等の所管部署 水産振興課

漁業生産の
担い手の確
保・育成

③策定・改定の別 改訂

持続可能な
漁業・養殖
業の推進

　内水面漁業のデジタル化等を進
めるために必要である。

新規

　内水面漁業の持続的な振興を図
るため，内水面における水産動植
物の生態調査や採捕調査，稚うな
ぎ漁業許可証デジタル化の運用及
び水産流通適正化法適用に係る
対応状況調査等を行う。

　漁業就業に意欲的な人材を育成
し，将来の漁業生産の担い手確保
のために，必要である。

見直し

　新規漁業就業者の確保・育成・
定着を図るため，漁業のイメージ
アップやスマート水産業の促進に
取り組むとともに，かごしま漁業学
校における就業支援や，地域に密
着した新米漁業者み
まもり隊の運営・活動を支援する。
（経費の配分等を変更）

④策定・改定の時期 R8.3月

施策名

施策評価結果の内容 令和８年度当初予算への反映状況

区分
（※）

事業の概要

水産物の流
通・加工・販
売対策

　海水温の上昇などの気候変動等
に対応した漁業，養殖業ため

新規

　海水温の上昇や漁業用資材等
の価格高騰などに対応するため，
漁法導入や漁法転換，養殖手法
の改良の支援を行う。

持続可能な
漁業・養殖
業の推進

　海水温の上昇など，気候変動に
よる高水温化における養殖手法の
開発のために必要である。

新規

　養殖ブリ類の生産原価の低減を
図るため，高水温下における養殖
期間の短縮とハダムシ被害の軽減
に資する水中給餌技術を開発す
る。

持続可能な
漁業・養殖
業の推進

　海水温の上昇など，気候変動に
よる高水温化における養殖手法の
開発のために必要である。

新規

　ブリ人工種苗の中間育成時にお
ける高水温の影響緩和や中間育
成初期の減耗を低減するため，飼
育技術の改善による生残率の向
上と漁家経営の安定を図る。

これまでの取組内容等の検証結果

や，それらを踏まえた今後の方針，



かごしまのさか
な稼ぐ輸出応援
事業

水産振興課

水産物卸売市
場流通効率化
緊急支援事業

水産振興課

※「区分」欄の説明
　【新　規】施策評価結果を踏まえ，新たに計上した事業（組替を含む）
　【見直し】施策評価結果を踏まえ，内容を見直した事業（見直しの程度は問わない）

水産物の流
通・加工・販
売対策

　水産物卸売市場における環境変
動対応や業務効率化等に対応する
ために必要である。

新規
　水産物卸売市場における環境変
動対応や業務効率化等に資する
設備等の整備を支援する。

水産物の流
通・加工・販
売対策

　県農林水産物等輸出促進ビジョ
ンに基づき，本県水産物の輸出拡
大を図るため，輸出先や輸出商品
のたっかう化等に取り組むために
必要である。

見直し

　県産水産物の輸出促進を図るた
め，海外輸出専門家の協力のも
と，生産者と輸出商社やバイヤー
等のマッチングを行い，各事業者
が連携して取り組む海外でのフェ
アや商談会，トライアル輸出，海外
バイヤーの招へい等への支援を行
う。



１．「取組指針」を適用して策定した計画等について

２　施策評価結果の予算への反映状況

事業名

（所管課(室)）

かごしまの“食”
推進事業

農政課かごしまの食
輸出・ブランド戦略室

安心・安全な食
の鹿児島づくり
推進事業

農政課かごしまの食
輸出・ブランド戦略室

かごしまの農林
水産物認証制
度普及事業

農政課かごしまの食
輸出・ブランド戦略室

施策評価結果の令和８年度当初予算への反映状況

①計画等の名称 かごしまの“食”交流推進計画（第５次）

②計画等の所管部署 かごしまの食輸出・ブランド戦略室

③策定・改定の別 改定

④策定・改定の時期 令和８年３月

新規

　県食の安心・安全推進基本計画
に基づき，県民の健康を保護し，
食品等に対する県民の信頼確保
及び安全な食品等の生産及び供
給を図るため，リスクコミュニケー
ションや食の安心・安全を図る人
材の育成，食品の自主回収等の
取組を推進する。

かごしまの
農林水産物
認証制度の
ＰＲ

　認証制度の認知度を向上させる
必要があるとの意見を踏まえた。

見直し

   新Ｋ－ＧＡＰの認知度向上を図る
ため，Ｋ－ＧＡＰロゴマークを包装
資材に使用した際の版代に要する
経費を支援する。

施策名

施策評価結果の内容 令和８年度当初予算への反映状況

区分
（※）

事業の概要

食育・地産
地消の推進

　これまでの活動を評価・分析した
結果，健全な食生活の普及促進，
ライフステージに応じた食育の推
進，県産農林水産物の利活用の促
進などに取り組む必要がある。

新規

　地産地消を基本とした健全な食
生活の実現を図るため，食育を担
う人材の育成や，地産地消への
理解促進の取組を進めるととも
に，市町村等が行う取組を支援す
る。

リスクコミュ
ニケーション
の推進

　県食の安心・安全推進委員会に
おける地域リスクコミュニケーション
の推進の継続を望む意見を踏まえ
た。

※「区分」欄の説明
　【新　規】施策評価結果を踏まえ，新たに計上した事業（組替を含む）
　【見直し】施策評価結果を踏まえ，内容を見直した事業（見直しの程度は問わない）

これまでの取組内容等の検証結果

や，それらを踏まえた今後の方針，



１．「取組指針」を適用して策定した計画等について

２　施策評価結果の予算への反映状況

事業名

（所管課(室)）

安心・安全な食
の鹿児島づくり
推進事業

農政課かごしまの食
輸出・ブランド戦略室

かごしまの農林
水産物認証制
度普及事業

農政課かごしまの食
輸出・ブランド戦略室

かごしまの“食”
推進事業

農政課かごしまの食
輸出・ブランド戦略室

飼料安全・品質
確保対策事業

畜産振興課

資源循環型畜
産確立対策推
進事業

畜産振興課

③策定・改定の別 改定

④策定・改定の時期 令和８年３月

①計画等の名称 第４次鹿児島県食の安心・安全推進基本計画

②計画等の所管部署 かごしまの食輸出・ブランド戦略室

リスクコミュ
ニケーション
の推進

　県食の安心・安全推進委員会に
おける地域リスクコミュニケーション
の推進の継続を望む意見を踏まえ
た。

新規

　県食の安心・安全推進基本計画
に基づき，県民の健康を保護し，
食品等に対する県民の信頼確保
及び安全な食品等の生産及び供
給を図るため，リスクコミュニケー
ションや食の安心・安全を図る人
材の育成，食品の自主回収等の
取組を推進する。

施策名

施策評価結果の内容 令和８年度当初予算への反映状況

区分
（※）

事業の概要

飼料の安全
性確保に関
する普及，
監視指導

　飼料の製造，販売等は適正に行
われており，今後も飼料の安全性
を確保し，安全な畜産物の生産に
寄与するため，畜産農家，飼料製
造，販売業者等に対する指導，啓
発等を効率的・効果的に推進する。

見直し

　飼料の安全性の確保を図るた
め，畜産農家，飼料製造，販売事
業者等への普及，監視，指導等を
実施する。

食育・地産
地消の推進

　これまでの活動を評価・分析した
結果，健全な食生活の普及促進，
ライフステージに応じた食育の推
進，県産農林水産物の利活用の促
進などに取り組む必要がある。

新規

　地産地消を基本とした健全な食
生活の実現を図るため，食育を担
う人材の育成や，地産地消への
理解促進の取組を進めるととも
に，市町村等が行う取組を支援す
る。

かごしまの
農林水産物
認証制度の
認知度向上

　事業者ヒアリンク調査において，
消費者や量販店等への販売先に
対するＫ－ＧＡＰ認知度を向上させ
る必要があるとの意見を踏まえた。

見直し

　新Ｋ－ＧＡＰの認知度向上を図る
ため，Ｋ－ＧＡＰロゴマークを包装
資材に使用した際の版代に要する
経費を支援する。

施策評価結果の令和８年度当初予算への反映状況

家畜排せつ
物の適正処
理と堆肥の
利活用促進

　家畜排せつ物については，法に
基づき取組を推進してきた結果，概
ね適正に処理させているが，今後
も畜産農家の巡回指導や堆肥の利
用を促進するなど技術の普及・指
導により地域環境と調和した環境
保全型畜産の確立を図る必要があ
る。

見直し

　本県畜産業の健全な発展を図る
ため，畜産農家の家畜排せつ物処
理に関する実態調査や巡回指導
等を行うとともに苦情発生に係る
技術的指導を実施する。

これまでの取組内容等の検証結果や，

それらを踏まえた今後の方針，外部



動物薬事指導
事業

家畜防疫対策課

家畜伝染病侵
入防止体制整
備確立事業，農
場衛生管理推
進事業

家畜防疫対策課

家畜伝染病予
防事業，CSF清
浄性確認事業

家畜防疫対策課

※「区分」欄の説明
　【新　規】施策評価結果を踏まえ，新たに計上した事業（組替を含む）
　【見直し】施策評価結果を踏まえ，内容を見直した事業（見直しの程度は問わない）

家畜の各種
疾病の発生
動向の把
握，防疫指
導，検査等
の実施

　近年全国で発生がみられる高病
原性鳥インフルエンザや豚熱といっ
た疾病に対し，モニタリングを引き
続き実施する。野生イノシシの豚熱
に関しては，目標頭数を増頭して対
応する。

見直し

　野生イノシシの豚熱等に関する
モニタリング検査の増頭及び同検
査の一部を外部委託するための費
用を新設。

畜産関連施
設への衛生
管理ガイドラ
イン等の徹
底及び
HACCP方式
を活用した
管理の普及

　家庭における食中毒等の健康被
害を未然に防ぐため，生産者に対
して「家畜伝染病予防法」に基づく
飼養衛生管理基準の遵守を指導
し，農場における衛生管理の向上
を図る。

見直し
　「飼養衛生管理基準」の遵守を指
導する会計年度任用職員（家畜防
疫指導員）の報酬を増額。

動物用医薬
品の監理，
販売等に関
する監視指
導

　第4次県食の安心・安全推進基本
計画（案）に係る委員会において，
指標の１つである医薬品調査の実
施件数について，実施率で表記し
てはどうかと提言があった。

見直し
　薬事監視に係る研修への参加旅
費を増額。



１．「取組指針」を適用して策定した計画等について

２　施策評価結果の予算への反映状況

事業名

（所管課(室)）

かごしまの農林
水産物輸出促
進ビジョン推進
事業

農政課かごしまの食
輸出・ブランド戦略室

鹿児島県産品
等セールス推進
事業

販路拡大・
輸出促進課

②計画等の所管部署 かごしまの食輸出・ブランド戦略室

③策定・改定の別 策定

①計画等の名称 「南の宝箱　鹿児島」輸出拡大ビジョン

県産農林水
産物等の輸
出拡大

　新たなビジョンにおいて，輸出を
めぐる環境等の変化に対応し，更
なる輸出拡大を図るための取組と
して必要である。

新規

　戦略的な県産品の販路拡大・誘
客促進等を図るため，国内におけ
る企業トップ等への売り込みやイ
ベント等におけるＰＲを行う。
　また，輸出先・品目の多角化に向
けて，未開拓の国・地域の販路開
拓を図る観点から，県産品の輸出
拡大が期待できる米国東部・中南
部及び，世界最大の人口を有し，
今後，県産品の販路開拓先や本
県への人材送り出し国として有望
なインドにおいて，県産品のＰＲや
政府関係者等との関係構築を図る
ためのトップセールスを実施する。

県産農林水
産物等の輸
出拡大

　新たなビジョンにおいては，これ
まで成果を上げてきた取組を継承
しつつ，輸出をめぐる環境等の変
化に対応し，更なる輸出拡大を図
る。

見直し

　県産農林水産物の更なる輸出拡
大を図るため，輸出先の多角化や
意欲的な生産者の掘り起こし，輸
出産地の育成支援，海外における
フェアの開催など，生産体制と販
売力の強化に取り組む。(ビジョン
の目標額等の見直し)

④策定・改定の時期 令和８年３月

施策名

施策評価結果の内容 令和８年度当初予算への反映状況

区分
（※）

事業の概要

施策評価結果の令和８年度当初予算への反映状況

これまでの取組内容等の検証結果

や，それらを踏まえた今後の方針，



県産品攻めの
海外展開促進・
強化事業

販路拡大・
輸出促進課

ＡＳＥＡＮマー
ケット販路開拓・
拡大事業

販路拡大・
輸出促進課

奄美・沖縄経済
交流事業

販路拡大・
輸出促進課

クルーズ船への
県産品供給実
証事業

販路拡大・
輸出促進課

｢かごしま茶｣の
新たな販路開
拓支援事業

農産園芸課

県産農林水
産物等の輸
出拡大

　新たなビジョンにおいて，輸出を
めぐる環境等の変化に対応し，更
なる輸出拡大を図るための取組と
して必要である。

新規

　沖縄の物流ハブ機能を活用した
奄美群島産品の輸出促進を図る
ため，沖縄の輸出商社を招いたセ
ミナーの開催や「沖縄大交易会」へ
の出展支援などを行う。

県産農林水
産物等の輸
出拡大

　新たなビジョンにおいて，輸出を
めぐる環境等の変化に対応し，更
なる輸出拡大を図るための取組と
して必要である。

新規

　ＡＳＥＡＮ地域での本県のＰＲ及
び県産品の販路拡大を図るため，
ＡＳＥＡＮ地域における市場情報の
収集，人的ネットワークの構築等を
進め，商流の確立や現地旅行会
社へのセールス活動などの取組を
展開する。

県産農林水
産物等の輸
出拡大

　新たなビジョンにおいて，輸出を
めぐる環境等の変化に対応し，更
なる輸出拡大を図るための取組と
して必要である。

新規

ア　輸出商社と連携した県産品販
路拡大支援事業
　　輸出に関するノウハウを持たな
い県内事業者等の輸出促進を図
るため，輸出商社と県内事業者が
連携して行う営業活動や商談機会
の創出等　の取組を支援する。

イ　輸出多角化・新規販路開拓支
援事業
　 県産加工食品の輸出先の更な
る多角化を図るため，食品加工事
業者が行う輸出促進に向けた新た
な取組を支援する。

ウ　ワールドマーケット戦略的開拓
事業
    県産品の新たな販路開拓先とし
て期待される米国東部・中南部や
インド等において，各国・地域の市
場特性やニーズを踏まえた販路開
拓・拡大を戦略的に推進するた
め，調査会社や輸出商社等と連携
し，現地での新たな商流の開拓や
継続的な輸出に繋がる仕組みづく
りを推進する。

県産農林水
産物等の輸
出拡大

　海外では、健康志向や日本食へ
の関心の高まり等を背景に、煎茶・
抹茶の需要が拡大しており、生産
者と茶商との連携による高品質・高
付加価値商品の開発、海外商談会
や国際コンクールへの出展など輸
出に取り組む事業者の支援等によ
る更なる輸出拡大を図る必要があ
る。

見直し

　茶の更なる輸出拡大を図るた
め，生産者と茶商との連携による
海外商談会への出展や高品質・高
付加価値商品の開発，海外現地
パートナー人材を活用した販路拡
大などの取組を支援する。

県産農林水
産物等の輸
出拡大

　新たなビジョンにおいて，輸出を
めぐる環境等の変化に対応し，更
なる輸出拡大を図るための取組と
して必要である。

新規

　国際クルーズ船への県産品の供
給に向けて，県内事業者等と連携
し，船用品納入事業者等に対して
セールスを行うとともに，供給体制
構築に向けた納品等の実証を実
施する。



「和牛日本一鹿
児島」販路拡大
事業

畜産振興課

かごしま材輸出
体制整備調査
事業

かごしま材
振興課

鹿児島県
SHOCHU市場
開拓事業

販路拡大・
輸出促進課

※「区分」欄の説明
　【新　規】施策評価結果を踏まえ，新たに計上した事業（組替を含む）
　【見直し】施策評価結果を踏まえ，内容を見直した事業（見直しの程度は問わない）

県産農林水
産物等の輸
出拡大

　新たなビジョンにおいて，輸出を
めぐる環境等の変化に対応し，更
なる輸出拡大を図るための取組と
して必要である。

見直し

　本格焼酎の新たな市場開拓及び
販路拡大を図るため，県酒造組合
など業界と連携して，首都圏の有
名バーにおけるインバウンドや国
内客向けのプロモーション等を実
施するほか，直行便のある国・地
域や，欧米等に対するＰＲや販売
促進活動，「伝統的酒造り」のユネ
スコ無形文化遺産登録を生かした
海外の酒類事業者向けの販売促
進講座を実施する。
　また，本格焼酎の高付加価値化
を促進するため，県内酒造メー
カーの商品開発等を支援する。

県産農林水
産物等の輸
出拡大

　新たなビジョンにおいては，これ
まで成果を上げてきた取組を継承
しつつ，輸出をめぐる環境等の変
化に対応し，更なる輸出拡大を図
る。

新規

　付加価値の高い製材品等の輸
出促進を図るため，需要が見込め
る輸出先国の市場動向や流通経
路，輸送コスト等の調査を行う。

県産農林水
産物等の輸
出拡大

　「県農林水産物輸出促進ビジョ
ン」の実現に向け，「鹿児島和牛」
の認知度向上や販路拡大に向けた
取組を支援する。

見直し

　県産和牛の既存の輸出国への
更なる輸出拡大及び，輸出先国の
多角化を図るため，海外展示会・
商談会への出展や輸出相手国へ
の渡航を支援する。また，大使館
や領事館等を活用したプロモー
ションを行い，輸出体制・商流の構
築に取り組む。



１．「取組指針」を適用して策定した計画等について

２　施策評価結果の予算への反映状況

事業名

（所管課(室)）

建築物耐震化
促進事業

建築課

①計画等の名称 鹿児島県建築物耐震改修促進計画

施策評価結果の令和８年度当初予算への反映状況

※「区分」欄の説明
　【新　規】施策評価結果を踏まえ，新たに計上した事業（組替を含む）
　【見直し】施策評価結果を踏まえ，内容を見直した事業（見直しの程度は問わない）

建築物等耐
震化の促進

　国の基本方針の改正を踏まえ，
同計画に新たな施策を追加すると
ともに，所要の改定を行い，住宅や
建築物の耐震化を一層促進する。

見直し

　大規模な地震に備えて，県民の
生命等安全性の確保及び経済被
害の軽減を図るため，建築物の耐
震化を促進する。

④策定・改定の時期 令和８年３月

施策名

施策評価結果の内容 令和８年度当初予算への反映状況

区分
（※）

事業の概要

②計画等の所管部署 土木部建築課

③策定・改定の別 改定

これまでの取組内容等の検証結果や，

それらを踏まえた今後の方針，外部


